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薬物乱用防止について

持っているだけでも犯罪です！
観賞用として植えるのも違法です！
不正大麻、けしを見かけたら保健所
まで連絡してください。 身体に及ぼす害と薬物依存の悪循環

乱用される代表的な危険薬物 茨城県警HPより

薬物乱用の入口はお酒とたばこです

未成年者の飲酒と喫煙は法律で禁じ
られています。『ダメ。ゼッタイ』
と断る勇気をもって

悩んだときは、まず相談を！

薬は正しく使用すれば人間にとってとても役に立ちます。しかし、薬を医療目
的以外に使用したり、医療目的にない薬を不正使用したりすることを薬物乱用
といいます。
たとえ1回だけの使用でも乱用です。現在青少年を中心に大麻(マリファナ)乱用
が拡大しています。
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薬物乱用の恐ろしいことは依存と耐性です。
◆自分の意思では止められなくなってしまう。
◆幻覚・幻聴・妄想が起きて事件や事故を引き起こす。
◆薬欲しさに借金や窃盗事件を起こす事案が多い。
◆何よりも薬物を優先してしまい暴言や暴力で傷付けてしまう。
◆一番大切な家族、友人を悲しませてしまう。

大麻は吸引のための乾燥大麻や樹脂の形で売られて
います。マリファナとも呼ばれます。最近では種子
を手に入れ隠れて大麻草を栽培する例も増えていま
す。大麻は「身体への悪影響がない」「依存性がな
い」などの情報が流れていますが、乱用により記憶
や学習能力が低下し、知覚を変化させます。また、
乱用を続けることにより何もやる気が出ない、人格
の変化などが起こり、社会生活ができなくなってし
まうこともあり大変危険です。

大麻は決して安全ではありません！

麻袋に使われる黄麻（ジュート）、洋麻（ケナフ）
などは大麻とは違うものです。

大麻（マリファナ）
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医療大麻に関しての日本と海外との相違
【日本国内】
◆大麻は乱用薬物ですので、日本では大麻取締法で規制されています。
◆大麻を違法に栽培した場合は7年以下の懲役、違法所持の場合は５年以下の
懲役が科されます。
大麻から製造されたテトラヒドロカンナビノール(THC)医薬品の施用等は、何
人であっても医療目的であっても禁止されています。

【海外】
アメリカ合衆国では食品医療局(FDA)と麻薬取締局は大麻には医療価値はない
との見解を示しているが、各州法によって医療大麻薬局から合法的に医療用大
麻を利用できる状況です。その他、カナダ、オランダ、オーストリアなどで認
められています。

世界保健機構(WHO)及び国連薬物犯罪事務所(UNODC)が
2018年11月に発行した薬物使用防止に関する国際基準第2版
青年期、成人期の項目において、
大麻の科学的根拠は乏しく、決定的ではないと報告されています。

医療大麻または大麻由来医薬品各国の法規制地図➡

医療大麻は合法（処方箋不要）
医師の許可に基づき合法



“けし” から あへん生成と医療利用と法整備

◆あへんにはモルヒネ、コデインやノスカピンなど約20種類のアルカロイドが含まれ

様々な作用があります。

特に腸管運動抑制作用は強く、便秘にさせる薬として使用されることもあります。
ただし、精神依存性や身体依存性があるため、連用後に中断すると禁断症状が出
現します。

◆あへんの乱用は、精神的、身体的依存性を生じやすく、常用するようになると慢
性中毒症状を起し、脱力感、倦怠感を感じるようになり、やがては精神錯乱を伴う衰
弱状態に至ります。

そのため、アヘンは多くの国で麻薬の一種としてその製造・販売・販売目的の所持
が禁止または規制されています。日本では麻薬及び向精神薬取締法とあへん法が、
アヘンやヘロインの使用、所持等に加え、原料のケシの栽培自体も禁止しています。

けしの液汁 生あへん あへん加工固める

主な作用：鎮痛作用、鎮静作用、鎮咳作用、腸管運動抑制作用、鎮痛作用および鎮静作用



オニゲシ
橙～朱色

アイスランド
ポピー
赤桃橙黄白等
（黄色は珍しい）

ヒナゲシ
八重咲もあります
紅橙桃

ナガミヒナゲシ
橙～橙紅
道端に増加して
います

ブルーポピー
青～青紫
白,紫,紅紫もある

違法ではない けし
けし の見分け方 厚生労働省ＨＰ参考

オニゲシ

ケシ
赤、桃、紫、白色など
八重咲もあります

アツミゲシ
薄紫、赤などがあります
ひなげしを間違えやすいです

ハカマオニゲシ
鮮やかな深紅です
オニゲシと似ていますが
花の下に苞葉があります。

葉はふちが不規則なギザギザが特徴
葉は切れ込みがあるものとないものがある

観賞用として植えるのも違法です！
違法なけしを見かけたら保健所に連絡を。

違法な けし



薬物の乱用でお困りのことがあるときは

コールセンターへ
03-5542-1865

厚生労働省
あやしいヤクブツ連絡ネット
http://www.yakubutsu.com

◆インターネットで個人輸入した薬の4割が偽物と言われています。

◆サプリメントは食品のため表示されていない成分が含まれている
可能性があります。

◆安易に安価な海外の製品を購入することは注意が必要です！

◆スポーツアスリートの方は、知らないうちに禁止薬物を摂取してしま
う可能性があります。

◆サプリメントに頼らない身体作りを心がけることが第一です。
◆もし不安があるときは是非スポーツファーマシストに
ご相談ください。
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